
 

平成２９年６月１日 

公      告  

                          防衛省共済組合舞鶴支部 

                            支部長 菅野 正隆 

  

舞鶴厚生センターにおいて食堂の出店希望業者を下記のとおり募集するので、関係事項を

承知の上、申し込まれたい。 

 

記 

 

１ 申込に付す事項 

（１） 営業場所 

京都府舞鶴市大字余部下小字余部下１１９０番地 舞鶴厚生センター 

（２） 営業日及び営業時間等 

業 種 面 積 営 業 日 営業時間（基準） 

食 堂 ２０４．００㎡ 

原則として年末年始

（12/29～1/3）を除く毎

日とするが、休業日につ

いては、別途協議とする。 

平日１１時～１４時、土日

祝日１１時～１４時は原則

営業する。 

その他は別途協議とする。 

 

２ 申込参加者の資格 

  募集要領による。 

 

３ 提出書類 

（１） 申請書 １部 

（２）企画提案書 ５部 

（３）業務確約書 １部 

（４）戸籍抄本（法人である業者にあっては、登記簿謄本） １部 

（５）営業経歴書 １部 

（６）財務諸表 １部 

（７）法人税又は所得税に関する納税証明書 １部 

（８）会社概要（任意様式、パンフレット可） １部 

（９）印鑑証明書 １部 

（10）都道府県知事等の発行した営業許可書の写し １部 

（11）原価見積書 １部 

（12）誓約書 １部 

（13）役員名簿 １部 

 

注：全省庁統一資格の登録業者である場合に限り、「資格審査結果通知書」の写しを（４）、

（５）、（６）、（７）に定める書類に代えることができる。 

 



 

 

４ 公募期間 

  平成２９年６月１日（木）～平成２９年６月１４日（水） 

 

５ 説明会日時・場所 

（１）日 時：平成２９年６月１５日（木） １４時～１５時 

（２）場 所：舞鶴厚生センター内 委託食堂 

（３）その他：参加希望者は、公募期間中に問い合わせ先まで連絡し、募集要領を受領して

下さい。 

       出席者は、印鑑（認印）を必ず持参下さい。 

       なお、説明会に参加されない応募者については、選定の対象から除外するも

のとします。 

 

６ 書類提出期間 

  平成２９年６月１５日（木）～平成２９年６月３０日（金）午後４時まで 

 

７ 応募者の選定 

  提出書類等により総合的に審査を行い、採否を決定します。 

 

８ 問い合わせ先 

  〒６２５－８５１０ 

  京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 

  防衛省共済組合舞鶴支部  

電話 ０７７３－６２－２２５０ 内線２４５２  

担当 安達 

 

 


